
学校いじめ防止基本方針概要

三島町立三島小学校

１ いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童生

徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インター

ネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦

痛を感じているものをいう。

いじめは、どの児童にも、どの学校にも起こりうるものである。嫌がらせやいじわる等の暴

力を伴わないいじめは、多くの児童が被害も加害も経験する可能性がある。暴力を伴わない

いじめ であっても、「生命心身財産重大事態」や「不登校重大事態」に発展する可能性がある。

また、学級や課外活動等の所属集団の構造上の問題（例えば無秩序性や閉塞性）から起こる

こともあり、「観衆」としてはやしたてたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を

与えている「傍観者」の存在にも注意を払い「いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づ

くり」が形成されるようにすることが必要である。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り

扱われるべきと認められ、警察に相談したり、通報したりすることが必要なものが含まれる。

これらについては、教育的な配慮や被害者（保護者も含む）の以降を考慮しつつも、速

やかに警察と連携した対応を取ることが必要である。

特に配慮が必要な児童として以下の例が考えられ、特性を踏まえた適切な支援を行うとと

もに、保護者との連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行わなければならない。

ア 発達障害を含む、障害のある児童

イ 海外から帰国した児童や外国人の児童、国際結婚の保護者をもつなど外国につながる児

童

ウ 性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童

エ 東日本大震災により被災した児童又は原子力発電所事故により避難している児童

オ 新型コロナウイルス感染症等の感染者等や医療機関従事者等の社会機能の維持にあたる

家族をもつ児童

２ いじめ防止等の対策のための組織

「学校基本方針」に決められたことを実行に移す際の中核として、次の組織を設ける。

① 名 称 「いじめ防止対策委員会」

② 構 成 員 校長、教頭、生徒指導主事、各学年主任、養護教諭

③ 組織の役割

○ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・評価・改善

（学校のいじめ防止等の取り組みについて PDCAサイクルで検証を行う）
○ いじめの相談・通報の窓口

○ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有、分析

○ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、

関係する児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対処方針の決定と保護者との連携

といった対応を組織的に実施

○ 未然防止等、教職員の資質能力向上ための校内研修



３ いじめの未然防止のための取組

○ 「いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり」 ・・・ 学校全体で取り組む課題

・規律ある生活習慣 ・確かな学習理解 ・自己有用感の形成

★ きちんと授業に参加し、基礎的な学力を身につけ、認められているという実感を持った

子どもを育てる。

（１）教職員の意識高揚 どの児童にも起こりうる いじめをしない、させない、見逃

さない（道徳教育 学級づくり）

（２）授業の充実 わかる授業 すべての児童が参加する，活躍する授業

（３）特別の教科「道徳」や特別活動での指導 いじめはいけない 思いやりの育成

（４）休み時間の確認 一人ひとりを見る 小さなサインを見逃さない

（５）情報モラルの指導 インターネット、特に SNSを介しての誹謗中傷を許さない。

４ いじめの早期発見のための取組

（１）会議での情報共有 気になる児童や気づいたことを全職員で発表し合う。対応が

（全職員で全児童を観る） 必要な場合には，対応の協議をする。

（２）アンケートの実施 児童への教育相談アンケート、学校評価アンケート、等

（３）ＱＵテストの実施と分析(※）

（４）定期的な教育相談 学期１回（その他にチャンス相談や臨時の教育相談）

（５）保護者・地域との連携 情報収集（日頃からの連絡 家庭訪問 個別懇談 見守り隊

※ＱＵとは、『楽しい学校生活を送るためのアンケート』です。

ＱＵテストの質問項目の例

クラスの人にいやなことをいわれる（される）ことがありますか
クラスの人に乱暴なことをされることがありますか
学校に行きたくないことがありますか
学校で一人ぼっちでいることがありますか
遊びの仲間にいれてもらえないことがありますか
クラスの人たちから無視されるようなことはありますか

これらの質問で気になる答えをしている児童からの聞き取りをする。→ 管理職への報告

（６）その他 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用

５ いじめに対する措置（発見された場合の対応）

～「いじめ防止対策委員会」に報告して組織で対応する。

（１）いじめの事実確認（聞き取り、アンケート調査等）

（２）会議での情報共有 対応策の検討

（３）加害児童への指導 被害児童・保護者の援助 関係者への指導・援助 関係機関との連携

（４）経過観察・継続指導

※ 重大事態発生時には、教育委員会に報告し、速やかに調査組織を発足し、対応する。



６ 年間計画 （「学校いじめ防止プログラム」及びＰＤＣＡサイクルでの検証）

月 具体的な活動（生徒指導、教育相談･実態調査、いじめ防止研 評 価 計 画

修、いじめ防止のための会議等）

４ ○家庭訪問（保護者） 計画・目標の作成

○生徒指導協議会 と提示

・いじめ防止対策会議（学校いじめ防止基本方針について）

（未然防止と早期発見）

○全校集会や学級指導でいじめ防止指導

５ ○情報モラル指導（学級指導）

○全校集会や学級指導で人権教育

○特別の教科「道徳」での指導

６ ○Ｑ－Ｕテスト 児童生徒

○生徒指導協議会 〇教育相談

○特別の教科「道徳」での指導

７ ○第１回学校評価 児童・保護者 １学期の評価

○インターネット上のいじめについて（保護者懇談会）

○個別懇談会（保護者）

８ ○特別の教科「道徳」での指導

９ ○生徒指導協議会

○学校生活アンケート

１０ ○全校集会や学級指導で人権教育

○特別の教科「道徳」での指導

１１ ○Ｑ－Ｕテスト 児童生徒

○生徒指導協議会 〇教育相談

１２ ○特別の教科「道徳」での指導 ２学期の評価

○第２回学校評価 児童・保護者

○生徒指導委員会

・いじめ防止対策会議（３学期の取組）

１ ○特別の教科「道徳」での指導

○第３回教育相談

○生徒指導協議会

２ ○特別の教科「道徳」での指導

○教育相談

○生徒指導協議会

３ ○生徒指導委員会 年間評価・報告

・いじめ対策の評価と次年度計画策定

７ 評価と改善

① 学校評価の時期に、いじめ防止の取組についての評価を行う（職員、児童生徒、保護者、学

校関係者によるアンケートをもとに、いじめ防止対策委員会で協議する。）

② 評価結果を踏まえ、年度末に次年度の改善案を検討する。

８ 現在の子ども達の様子

○ 全員が元気に登校している。

○ 上学年が下の学年の面倒をよく見ている。

○ 笑顔で元気なあいさつができている。

○ 友達に優しい言葉かけをする児童が多い。


